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中野区立妙正寺川公園条例（昭和６２年中野区条例第１３号）新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１８条 （略） 第１条～第１８条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

 占用物件等 単位 使用料   占用物件等 単位 使用料  

 電柱 本柱、支柱又は支線 １，１８５円   電柱 本柱、支柱又は支線 １，１９３円  

 標識 

１本につき１

月 ７０２円   標識 

１本につき１

月 ７０７円  

 外径４０センチメートル未満

のもの 

１１７円   外径４０センチメートル未満

のもの 

１１７円  

 外径４０センチメートル以上

１メートル未満のもの 

２９２円   外径４０センチメートル以上

１メートル未満のもの 

２９４円  

 

水道管、下

水道管又は

ガス管 

外径１メートル以上のもの 

長さ１メート

ルにつき１月

５８５円   

水道管、下

水道管又は

ガス管 

外径１メートル以上のもの 

長さ１メート

ルにつき１月

５８９円  

 電線（地下電線以外のもの） １１７円   電線（地下電線以外のもの） ９８円  

 外径４０センチメート

ル未満のもの 

１１７円   外径４０センチメート

ル未満のもの 

１１７円  

 外径４０センチメート

ル以上１メートル未満

のもの 

２９２円   外径４０センチメート

ル以上１メートル未満

のもの 

２９４円  

 

電線 

地 下

電線

外径１メートル以上の

もの 

長さ１メート

ルにつき１月

５８５円   

電線 

地 下

電線

外径１メートル以上の

もの 

長さ１メート

ルにつき１月

５８９円  

 変圧塔、マンホールの類 ８７８円   変圧塔、マンホールの類 ８８４円  

 郵便差出箱又は信書便差出箱 

１個につき１

月 ３５１円   郵便差出箱又は信書便差出箱 

１個につき１

月 ３５３円  



 公衆電話所  ８７８円   公衆電話所  ８８４円  

 地上露出部分 ４１８円   地上露出部分 ３４９円  

 

地下の占用

物件 地下部分 ２９２円   

地下の占用

物件 地下部分 ２６８円  

 高架の占用物件 

占用面積１平

方メートルに

つき１月 ３２１円   高架の占用物件 

占用面積１平

方メートルに

つき１月 ２６８円  

 天体気象又は土地の観測施設 占用面積１平

方メートルに

つき１月 

４７７円   天体気象又は土地の観測施設 占用面積１平

方メートルに

つき１月 

３９８円  

 常時占用 １台につき１ ６，９６０円   写真撮影 常時占用 １台につき１ ６，４８０円  

  月    月   

 

写真撮影 

臨時的な占用 １回（１時間

以 内 と す

る。）につき

１，２３２円   

 

臨時的な占用 １回（１時間

以 内 と す

る。）につき

１，２００円  

 ロケーショ

ンのための

臨時的な占

用 

映画、テレビジョン及びビデ

オの撮影 

１回（１時間

以 内 と す

る。）につき

１０，８７５円   ロケーショ

ンのための

臨時的な占

用 

映画、テレビジョン及びビデ

オの撮影 

１回（１時間

以 内 と す

る。）につき

９，７２０円  

 競技会又は集会 ２６円   競技会又は集会 ２２円  

 

その他の占

用 上記以外の場合 

占用面積１平

方メートルに

つき１日 

２９円   

その他の占

用 上記以外の場合 

占用面積１平

方メートルに

つき１日 

２９円  

  

附 則  

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のう

ち、当該使用又は占用の期間が１年以内のものに係る使用料の額について

は、なお従前の例による。 

 

 


